
花いっぱい運動補助金について 

 

 

由布市を花いっぱいにしませんか。地域の緑を豊かにし、生活環境の充実を

図る「花いっぱい運動」を推進するため、花の苗や種子の購入にかかる費用の

一部を補助します。 

 

事業の内容 

 

  

 

対象者 

 

フラワーサポーター（１団体２名以上で登録してもらいます） 

※構成員の半分以上が由布市在住であること 

※以下の団体は補助対象外 

宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体 

暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ団体

  

場所 

由布市内の道路敷、河川敷、公園、広場、公共の用又は公共に供する

建築物の敷地その他公共空地（公衆の観覧に供することのできる敷

地）

 補助対象経費 花苗、種子、球根、土、プランターの購入に要する費用

  

 

 

 

 

補助金額 

 

 

 

 

補助金限度額は活動面積によって異なり、以下のとおりです。 

 

５００㎡以下　　　　　　　　　 　５,０００円 

 

５００㎡超１,０００㎡以下　　　１０,０００円 

 

１,０００㎡超１５００㎡以下　　１５,０００円 

 

１,５００㎡超　　　　　　　　　２０,０００円 

 

※補助金の交付は、１団体につき同一年度において 1 回限りです。 

※限度額と経費の実支出額の合計（１００円未満は切り捨て）のいず

れか低い額が補助金額になります。

 申請受付窓口 環境課、挾間・湯布院地域振興課

  

申請期限 

令和９年２月末日　 

※上記期限内に実績報告書類まで提出する必要があります。 

※先着順に受け付けますので予算上限に達し次第、終了となります。

 お問合せ先 由布市役所環境課　　TEL：097-582-1310

班回覧



事業の流れ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

①申請書類の提出　　　申請期限までに申請書類を提出していただきます。 

　　　　　　　　　　　申請書類は窓口、HP に掲載しております。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

②補助金の交付決定　　市が申請内容を審査し、交付決定を行います。 

　　　　　　　　　　　申請者へ交付決定通知を送付します。 

 

 

③お花を植える　　　　花苗等を購入し、植栽を行います。 

                      活動内容に変更がある場合は、由布市花いっぱい運動

補助金変更承認申請書（様式第４号）を提出してくだ

さい。 

 

④実績報告書類の提出　事業が完了した日（植栽をした日）から起算して３０

日以内又は補助金交付を受けた日の属する年度の２月

末日までのいずれか早い日までに提出してください。 

 

 

⑤補助金額の確定　　　市が実績報告書に基づき審査後、補助金額を確定し確

定通知書を申請者に送付します。 

 

 

⑥補助金の支払い　　　補助金を口座に振り込みます。 

 

申請書類 

・由布市フラワーサポーター登録届出書（様式第１号） 

・由布市花いっぱい運動補助金交付申請書（様式第２号） 

・植栽場所の位置図 

・植栽前における実施箇所の写真 

 

実績報告書類 

・由布市花いっぱい運動実績報告書（様式第６号） 

・由布市花いっぱい運動補助金交付請求書（様式第８号） 

・植栽の実施箇所の写真 

・購入に係る領収書の写し


